
 

  ○常総衛生組合職員職名規則 

昭和４７年１月２５日 

常総衛生組合規則第１号 

 

 改正 昭和５１年 １ 月３０日 組合規則第１号  昭和６１年 ３ 月２９日 組合規則第１号 

    平成１４年 ２ 月２８日 組合規則第２号  平成１４年１１月２１日 組合規則第６号 

    平成１９年 ３ 月３０日 組合規則第３号 

 

 （目的） 

第１条 この規則は，組合職員の職名に関し，必要な事項を定めることを目的とする。 

 （職員） 

第２条 この規則で職員とは，常総衛生組合職員定数条例（昭和３７年組合条例第５号）第

２条に定める職員をいう。 

 （職員の職名） 

第３条 職員の職名は，次のとおりとする。ただし課長及び係長については，それぞれの課

及び係の名称を冠するものとする。 

職   名 
局長，参事，課長，副参事，課長補佐，主査，係長，主任， 

主幹，主事，技師，主事補，技手，技士長，技士 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行し，昭和４７年１月１日から適用する。 

   附 則（昭和５１年組合規則第１号） 

 この規則は，公布の日から施行し，昭和５１年１月１日から適用する。 

   附 則（昭和６１年組合規則第１号） 

 この規則は，昭和６１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１４年組合規則第２号） 

 この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１４年組合規則第６号） 

 この規則は，平成１５年１月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年組合規則第３号） 

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 


